
医療廃棄物を
適正に処理するために

医療関係機関等の皆様へ

品川区



目　次

注１　医療廃棄物の処理を許可業者に委託する場合は、
「1～6、8の各項目（7以外の全項目）」をお読みください。

注２　品川区に医療廃棄物の処理を依頼する場合は、品川区に「医療廃棄物処理申請書」を
提出する必要があります。詳しくは「7 品川区に医療廃棄物の処理を依頼する場合」を
お読みください。

はじめに ～医療廃棄物の適正処理について～

廃棄物の分別方法

感染性廃棄物の医療関係機関内における管理体制

施設内における廃棄物の管理

施設内処理

感染性廃棄物の委託処理

マニフェスト（産業廃棄物管理票）の交付

品川区に医療廃棄物の処理を依頼する場合

在宅医療廃棄物について

その他

おわりに

2

9

10

12

13

16

18

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

はじ め に
～ 医療廃棄物の適正処理について ～

〈法令・施行令・施行規則〉
　法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年12月25日法律第137号）
　令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年9月23日政令第300号）
規則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年9月23日厚令法律第35号）

〈マニュアル〉
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル
（平成30年3月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）

■このパンフレットで使用している法律等の略語は次のとおりです。

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理

しなければなりません。（廃棄物の処理および清掃に関する法律第3条）

これは「排出事業者責任」と呼ばれるものです。医療関係機関等においては、医療

行為等に伴って排出される廃棄物を適正に処理する必要があります。

国は度重なる法改正において「排出事業者責任」を強化してきており、悪質な医

療関係機関等においては廃棄物処理法違反で刑事責任を問われるケースも想定さ

れてきています。

平成21年5月に国（環境省）の策定する「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処

理マニュアル」が改訂され、これにより、いままで医師等の判断にゆだねられてきた感

染性廃棄物の判断基準が、より客観的に判断できるようになりました。また、平成30

年3月に同マニュアルの改訂を行い、引き続き適正処理の確保に努めるよう求めて

います。

このパンフレットは、医療関係機関等から排出される廃棄物、とりわけ感染性廃棄

物の具体的な取扱いについて、十分にご理解いただくために作成したものです。

医療関係機関等の皆様におかれましては、このパンフレットを参考にして廃棄物の

適正処理に向けた取組みをお願いします。
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■廃棄物の分類

（1）医療廃棄物とはこのパンフレットで説明する「廃棄物」は以下の分類となっており、「産業廃棄物」と「一

般廃棄物」の大きく二つに分類されます。また、「感染性廃棄物」はそのうち特に指定され

た有害なものである「特別管理廃棄物」に該当し、その分類により「感染性産業廃棄物」

と「感染性一般廃棄物」に分かれます。

この用語は、「医療関係機関等の医療行為等に伴って排出される廃棄物」の通称

であって、法令上の用語ではありません。

「在宅医療廃棄物」は、家庭廃棄物に分類されることになります。

なお、放射性廃棄物は、廃棄物であっても廃棄物処理法の対象外であり、以下の

法律に従って処理してください。

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」（昭和32年6月10日

法律第167号）

（2）感染性廃棄物とは

（事業活動で発生したもののうち、20種類） 例：廃プラスチック、金属くず等

●医療関係機関等から発生する主な廃棄物
廃棄物の区分

（特別管理廃棄物を含む）
産業廃棄物

一般廃棄物

種　類

ガラスくず、
コンクリートくず

および陶磁器くず

ゴムくず

金属くず

ばいじん

燃え殻

汚泥

具体例

（廃棄物処理法の対象である、いらなくなったもの）廃棄物

「感染性廃棄物」とは、「医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染する

おそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物またはこれらのおそれの

ある廃棄物」と定義されています。これらはその種類によって、感染性一般廃棄物と

感染性産業廃棄物とに分類されます。

また、医療関係機関等以外から発生した同様の性質を持つ廃棄物は、法令上の

「感染性廃棄物」ではありませんが、感染性廃棄物に準ずる取扱いが求められます。

（3）医療関係機関等とは

イ：病院

ロ：診療所

ハ：衛生検査所（臨床検査技師に関する法律第20条の3第1）

ニ：介護老人保健施設（介護保険法第8条第28項）

ホ：介護医療院（介護保険法第8条第29項）

へ：その他環境省令で定めるもの
①助産所

②獣医療法第2条第2項に規定する診療施設

③国または地方公共団体の試験研究機関（医学、歯学、薬学および獣医学に係るもの）

④大学およびその付属試験研究機関（医学、歯学、薬学および獣医学に係るもの）

⑤学術研究または製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う

研究所（医学、歯学、薬学および獣医学に係るもの）
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廃棄物の分別方法1

産業廃棄物

一般廃棄物

血液（凝固したものに限る）、検査室・実験室などの排水処理施設から
発生する汚泥、その他の汚泥

レントゲン現像廃液、血液検査廃液、廃血液（凝固していない状態のも
の）、その他のアルカリ性の液

合成樹脂製の器具、レントゲンフィルム、ビニールチューブ、その他の
合成樹脂製のもの

アンプル、ガラス製の器具、びん、その他のガラス製のもの、ギブス用
石膏、陶磁器の器具、その他の陶磁器製のもの

大気汚染防止法第2条第2項のばい煙発生施設および汚泥、廃油等
の産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で回収したもの

紙くず類、厨芥、繊維くず（包帯、ガーゼ、脱脂綿、リネン類）、木くず、皮革類、実験動物
の死体、これらの一般廃棄物を焼却した「燃え殻」等

廃油
アルコール、キシロール、クロロホルム等の有機溶剤、灯油、ガゾリン等
の燃料油、入院患者の給食に使った食料油、冷凍機やポンプ等の潤
滑油、その他の油

焼却灰

廃酸 レントゲン定着液、ホルマリン、クロム硫酸、その他の酸性の廃液

天然ゴムの器具類、ディスポーザブルの手袋等

金属製機械器具、注射針、金属製ベッド、その他の金属製のもの

廃アルカリ

廃プラスチック類

特別管理産業廃棄物 （産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの）
〈感染性産業廃棄物〉 例：血液、注射針等

（産業廃棄物以外のもの）

事業系一般廃棄物（事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの）

家庭廃棄物（一般家庭の日常生活から発生したもの）

特別管理一般廃棄物 （一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの）
〈感染性一般廃棄物〉 例：臓器、血液等の付着した脱脂綿・ガーゼ等
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該当 非
該当

【図1】非感染性廃棄物の判断フロー図

（4）感染性廃棄物と非感染性廃棄物

病院や診療所等から排出される廃棄物は、大きく分けて次の３種類です。

　❶感染性廃棄物
「医療関係機関等から生じ、人が感染し若しくは感染するおそれのある病原体
が含まれ若しくは付着している廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物」

　❷非感染性廃棄物
「医療行為等に伴って生じる廃棄物のうち感染性以外の廃棄物」
（感染性廃棄物を確実に滅菌処理した状態のものもこれにあたる）

　❸それ以外の廃棄物（非医療廃棄物）
「医療関係機関等から生じる廃棄物のうち、医療行為に伴うもの以外のもの」
（紙くず、生ごみ等、主に一般廃棄物）

　なお、注射針等の鋭利なものについては、未使用のもの、消毒等の処理をしたもの

であっても感染性廃棄物と同等の取扱いになりますので、感染性廃棄物を扱える許

可業者に委託し処理してください。

●感染性廃棄物になるかどうかは、6ページの【図2】のフロー図をご覧ください。
　※特定薬品等、特別管理産業廃棄物に該当するものも別途ありますので、注意してください。

（6）その他

　判断フロー図等で判断できないものは、医師等により感染性のおそれを最終的に

判断し分別を行いますが、当該廃棄物の感染性の有無だけでなく

　❶当該廃棄物はどのように取扱う必要があるか？

　❷感染性を喪失させる処理は必要か？

　❸非感染性廃棄物の処理ルートで処理しても大丈夫か？

などの観点を考慮に入れて、適切な分別をしてください。

（5）紙おむつ

　紙おむつの場合は、他の医療廃棄物と一部取扱いが異なり、使用後に排出される

紙おむつで❶、❷に該当するものは、感染性廃棄物になります。

　❶血液が付着したもの

　❷次のような特定の感染症患者が使用したもの
　　イ：指定感染症、新感染症、新型インフルエンザ等の感染症
　　ロ：感染症法で一類、二類、三類の感染症
　　ハ：感染症法で四類および五類の一部

　血液が付着していなければ、❷のイ～ハ以外の患者が使用したものは、非感染性

廃棄物（事業系一般廃棄物）として区分されます。

●使用後の紙おむつの取扱いについては、8ページの【表1】をご覧ください。
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いいえ

いいえ

はい

はい

はい

いいえ（注6）

注１：ホルマリン個定臓器等を含む。
注２：病原微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、実験動物の死体、試験管、シャーレ等
注３：医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイアル等
注４：感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染

症および新感染症の病床
注５：医療器材(注射針、メス、ガラスくず等)、ディスポーザブルの医療器材(ピンセット、注射器、カテーテ

ル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バック、リネン類等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿、マス
ク等)、紙おむつ、標本(検体標本)等
なお、インフルエンザ（鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く。）、伝染性紅斑、
レジオネラ症等の患者の紙おむつ（8ページ【表１】参照）は、血液等が付着していなければ感染性廃
棄物ではない。

注６：感染性・非感染性のいずれかであるかは、通常はこのフローで判断が可能であるが、このフローで判
断できないものについては、医師等（医師、歯科医師および獣医師）により、感染のおそれがあると判
断される場合は感染性廃棄物とする。

（出典）廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

【図2】感染性廃棄物の判断フロー 【図3】
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廃棄物が以下のいずれかに該当する。
①血液、血清、血漿および体液(精液を含む。)(以下｢血液等｣という。)
②病理廃棄物（臓器、組織、皮膚等）(注1)
③病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの（注2）
④血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む｡)（注3）形状

STEP

1

感染症病床（注4）、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および
検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの

排出場所

STEP

2

感染症の
種類

STEP

3
①感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定
感染症および新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの

②感染症法の四類および五類感染症の治療、検査等に使用された後、排
出された医療器材等（ただし、紙おむつについては特定の感染症に係る
もの等に限る。）(注5)

（出典）廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル（一部東京都により改変）

針※

ダイアライザー、チューブ等血液が含まれる部分については感染性廃棄物に該当する。

注：次の廃棄物も感染性廃棄物と同等の取扱いとする。
・外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等
・血液等が付着していない鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む｡)
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（1）特別管理産業廃棄物管理責任者の設置（法第12条の2第8項）

　病院や診療所等の管理者の方は、施設内における感染事故を防止し、感染性廃
棄物を適正に処理するために、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置してください。
　特別管理産業廃棄物管理責任者には、次の資格が必要です。

❶医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛

生検査技師または歯科衛生士

❷特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講を修了した者（※１）

❸法に定める資格（規則第８条の１７）を持った人（※２）
注：感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物（現像液、定着液など）を排出する場合は、❷または

❸の資格が必要です。
※１ 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
　　◆東京会場の問い合わせ先：（一社）東京都産業資源循環協会 電話03-5283-5455
※２ 環境衛生指導員歴２年以上など

（2）特別管理産業廃棄物管理責任者の設置および変更の報告
　特別管理産業廃棄物管理責任者を設置または変更した場合には、30日以内に東
京都知事に報告してください（東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設
置に係る要綱）。まだ設置の報告をされていない医療関係機関等の方は、産業廃棄
物対策課までお問い合わせください。
　◆東京都環境局  資源循環推進部  産業廃棄物対策課
　　電話03-5388-3589

産業廃棄物対策課のホームページから届出様式、記載例等が入手できます。

（3）多量排出事業者の処理計画の作成（法第12条の2第10項、同第11項）

　前年度の廃棄物の発生量が年間50トン以上である病院等（多量排出事業者）は、
廃棄物の減量などその処理に関する計画を策定して、東京都知事に報告するととも
に、その翌年度にはその計画の実施状況について報告してください。
　◆東京都環境局  資源循環推進部  計画課
　　電話03-5388-3576

東京都環境局トップページ▶「特別管理産業廃棄物」で検索▶多量排出事業者の産業廃棄物処
理計画の概要｜東京都環境局▶様式第二号の十三（計画書）、様式第二号の十四（報告書）

（出典）廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

【表1】感染症ごとの紙おむつの取扱い
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感染性廃棄物の医療関係機関内に
おける管理体制

2

コレラＥ型肝炎、Ａ型肝炎、炭疽、鳥インフルエンザ（鳥インフルエン

ザ（Ｈ５Ｎ１）を除く。）、ボツリヌス症、オムスク出血熱、サル痘、重

症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属SFTSウイル

スであるものに限る）、ニパウイルス感染症、鼻疽、ヘンドラウイル

ス感染症、類鼻疽、レプトスピラ症

黄熱、Ｑ熱、狂犬病、マラリア、野兎病、ウエストナイル熱、エキノ

コックス症、オウム病、回帰熱、キャサヌル森林病、コクシジオイデ

ス症、ジカウイルス感染症、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ

媒介脳炎、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、

日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Ｂウイルス病、

ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、発しんチフス、ライム病

感染症法
の分類 感染症名

紙おむつ
の取扱い
（※1）

備考

一類
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マール
ブルグ病、ラッサ熱

○

二類

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベー
タコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）、中東呼吸器
症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるもの
に限る。）鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフル
エンザＡウイルスであってその血清亜型がH5N1、H7N9であるものに限る。

「特定鳥インフルエンザ」という。）

○

三類 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス ○

四類

Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、炭疽、鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除
く。）、ボツリヌス症、オムスク出血熱、サル痘、重症熱性血小板減少症候群

（病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。）、ニパウイ
ルス感染症、鼻疽、ヘンドラウイルス感染症、類鼻疽、レプトスピラ症

○

黄熱、Ｑ熱、狂犬病、マラリア、野兎病、ウエストナイル熱、エキノコックス症、
オウム病、回帰熱、キャサヌル森林病、コクシジオイデス症、ジカウイルス感
染症、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、チクングニア熱、つ
つが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス
肺症候群、Ｂウイルス病、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、発しんチフス、
ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、レジオネラ症、ロッキー山
紅斑熱

╳

ただし、血液
等が付 着し
たものは、感
染性廃棄物
に該当する。

五類

クリプトスポリジウム症、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ア
メーバ赤痢、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、Ａ群溶血性レンサ球菌咽
頭炎、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、感染性胃腸炎、急性出
血性結膜炎、急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳
炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除
く。）、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、細菌性髄膜炎（侵襲性インフルエ
ンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症に該当
するものを除く。）、ジアルジア症、水痘、先天性風しん症候群、手足口病、
突発性発しん、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコ
マイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感
染症、ヘルパンギーナ、無菌性髄膜炎、薬剤耐性アシネトバクター感染症、
薬剤耐性緑膿菌感染症、流行性角結膜炎、新型コロナウイルス感染症（※
2）、再興型コロナウイルス感染症（※2）

○

インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除
く。）、ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）、後天性免疫不全症
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（1）特別管理産業廃棄物管理責任者の設置（法第12条の2第8項）

　病院や診療所等の管理者の方は、施設内における感染事故を防止し、感染性廃
棄物を適正に処理するために、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置してください。
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❶医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛

生検査技師または歯科衛生士

❷特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講を修了した者（※１）

❸法に定める資格（規則第８条の１７）を持った人（※２）
注：感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物（現像液、定着液など）を排出する場合は、❷または

❸の資格が必要です。
※１ 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
　　◆東京会場の問い合わせ先：（一社）東京都産業資源循環協会 電話03-5283-5455
※２ 環境衛生指導員歴２年以上など

（2）特別管理産業廃棄物管理責任者の設置および変更の報告
　特別管理産業廃棄物管理責任者を設置または変更した場合には、30日以内に東
京都知事に報告してください（東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設
置に係る要綱）。まだ設置の報告をされていない医療関係機関等の方は、産業廃棄
物対策課までお問い合わせください。
　◆東京都環境局  資源循環推進部  産業廃棄物対策課
　　電話03-5388-3589

産業廃棄物対策課のホームページから届出様式、記載例等が入手できます。

（3）多量排出事業者の処理計画の作成（法第12条の2第10項、同第11項）

　前年度の廃棄物の発生量が年間50トン以上である病院等（多量排出事業者）は、
廃棄物の減量などその処理に関する計画を策定して、東京都知事に報告するととも
に、その翌年度にはその計画の実施状況について報告してください。
　◆東京都環境局  資源循環推進部  計画課
　　電話03-5388-3576

東京都環境局トップページ▶「特別管理産業廃棄物」で検索▶多量排出事業者の産業廃棄物処
理計画の概要｜東京都環境局▶様式第二号の十三（計画書）、様式第二号の十四（報告書）

（出典）廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

【表1】感染症ごとの紙おむつの取扱い
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感染性廃棄物の医療関係機関内に
おける管理体制

2

コレラＥ型肝炎、Ａ型肝炎、炭疽、鳥インフルエンザ（鳥インフルエン

ザ（Ｈ５Ｎ１）を除く。）、ボツリヌス症、オムスク出血熱、サル痘、重

症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属SFTSウイル

スであるものに限る）、ニパウイルス感染症、鼻疽、ヘンドラウイル

ス感染症、類鼻疽、レプトスピラ症

黄熱、Ｑ熱、狂犬病、マラリア、野兎病、ウエストナイル熱、エキノ

コックス症、オウム病、回帰熱、キャサヌル森林病、コクシジオイデ

ス症、ジカウイルス感染症、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ

媒介脳炎、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、

日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Ｂウイルス病、

ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、発しんチフス、ライム病



（4）管理規程の作成
医療関係機関等の管理者の方は、施設内における感染性廃棄物の取扱いについ

て、必要に応じて管理規程を作成してください。
管理規程には、感染性廃棄物の具体的な取扱い方法、廃棄物の種類に応じた取

扱い上の注意事項等を定め、施設内の関係者に周知徹底してください。

（5）帳簿の記載と保存（法第12条の2第14項、法第7条第15項、同第16項）

医療関係機関等の管理者の方には、感染性廃棄物の処理が適正に行われている
かどうかを常に把握し、処理について帳簿を作成する義務があります。帳簿は1年ご
とに閉鎖し、その後事業所ごとに5年間保存してください。
なお、運搬または処分を委託した場合には、当該委託に係る事項は記載不要です。
◎帳簿の記載事項
自ら運搬　❶当該感染性廃棄物を生じた事業所の名称および所在地

❷運搬年月日
❸運搬方法および運搬先ごとの運搬量
❹保管積替え場所ごとの排出量

自ら処分　❶当該感染性廃棄物の処分を行った事業所の名称および所在地
❷処分年月日
❸処分方法ごとの処分量
❹処分後の持出先ごとの持出量
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施設内における廃棄物の管理
（1）分別

廃棄物は、施設内では次のように分別してください。
①感染性廃棄物
②感染性廃棄物以外の産業廃棄物
③感染性廃棄物以外の一般廃棄物（紙くず、厨芥等）

感染性廃棄物は、梱包が容易にできるよう、性状に応じて排出時点で次のとおり分別
してください。
①液状または、泥状のもの
②固形状のもの
③鋭利なもの

（2）梱包
感染性廃棄物は、次のように性状に応じて適切な（密閉できる、収納しやすい、損

傷しにくい）、かつ施設内移動時に内容物が飛散・流出するおそれのない容器を使用
してください。一括梱包する場合には、性状に応じた材質等を併せ持つものでなけれ
ばなりません。分別後は密封してください。
（令第6条の5第１項第１号、規則第1条の11の2）
❶鋭利なもの…耐貫通性のある堅牢な容器

❷液状または泥状のもの…密閉容器

❸固形状のもの…丈夫なプラスチック袋を二重にして使用、または堅牢な容器

（3）表示（令第6条の5第1項第1号、規則第1条の10）

関係者が感染性廃棄物であることを識別できるよう、梱包容器には
バイオハザードマークを付けてください。
❶鋭利なもの(注射針等)……………………………黄色

❷液状または泥状のもの(血液等)…………………赤色

❸固形状のもの（血液等が付着したガーゼ等）……橙色

3

※発生源で分別してください。
※後で分けるのは危険です。
※必ず発生した場所、発生した時点で分けましょう。
※水銀を含むごみは適正に処理しましょう。

バイオハザードマーク

（4）感染性廃棄物の保管（法第12条の2第2項、規則第8条の13）

①感染性廃棄物の保管はできる限り短期間にします。
②やむを得ず長期間保管する場合は、容器に入れ密閉し、冷蔵庫に入れるなど腐敗
しないようにしてください。

③感染性廃棄物の保管は、他の廃棄物とは別の保管施設で行ってください。専用の
保管施設が設置できない場合には、関係者以外が立ち入れないように配慮してく
ださい。診察室など、患者の方と接触する場所で保管はしないでください。

④保管施設には、関係者の見やすい箇所に、感染性廃棄物の保管場所であることが
わかるように、取扱注意等の表示をしてください（【図４】参照）。なお、施設は周囲
に囲いをしてください。

【注意】※感染性廃棄物保管場所につき関係者以外立入禁止
※許可なくして梱包容器の持ち出し禁止
※梱包容器は破損しないように慎重に取扱うこと
※梱包容器の破損等を見つけた場合は下記へ連絡してください。
特別管理産業廃棄物管理責任者 ◯◯ ◯◯
連絡先 TEL.00-0000-0000

【図4】感染性廃棄物保管場所の図
縦および横それぞれ60cm以上の掲示板には以下のことを明示すること
●感染性廃棄物の保管場所であること
●保管する感染性廃棄物の種類
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（1）感染性廃棄物の施設内処理
医療関係機関等から発生した感染性廃棄物を自ら処理する場合には、次の５つの

方法により、感染性を失わせる処理を行ってください。感染性を失わせる処理をした
ものは、非感染性廃棄物として処理することができます。

（鋭利なものは除く 5ページの【図1】参照）
❶焼却設備を用いて焼却する方法

❷溶融設備を用いて溶融する方法

❸高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）装置を用いて滅菌する方法

　（さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること。）

❹乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法

　（さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること。）

❺肝炎ウイルスに有効な薬剤または加熱によって消毒する方法

　（さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること。）

　ただし、感染症法および家畜伝染病予防法に規定する疾患に係る感染性廃棄

物にあっては、当該法律に基づく消毒をしてください。〔「特別管理一般廃棄物お

よび特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法

（平成4年厚生省告示第194号）」〕

※施設内処理の注意点

・焼却または溶融設備を用いる場合、東京都知事の設置許可が必要な場合があり
ます。必ず事前に東京都環境局へお問い合わせください。
◆お問い合わせ先：東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当
　　　　　　　　 電話03-5388-3586

・焼却または溶融設備を用いる場合には、「都民の健康と安全を確保する環境に関す
る条例」第126条における小規模の廃棄物焼却炉の規制に該当する場合があります。

・停電などの事故時に廃棄物が飛散流出して院内感染が発生しないように、病院や
診療所の管理者の方は、緊急時対応のマニュアルを作成するなど、万が一の事故
に備えてください。

施設内処理 感染性廃棄物の委託処理
医療関係機関等で廃棄物の処理を自ら行わない場合は、適法な許可を有する処理業

者に処理を委託しなければなりません。（法第12条第5項、法第12条の2第5項）
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（1）許可業者を選ぶ
廃棄物の処理業者は、大きく分けて排出される廃棄物を収集・運搬する「収集運

搬業者」と、それを焼却などの処理をする「処分業者」（処理後、埋立てする最終処
分業者も分類としては含まれますが、通常は最終処分業者と直接契約することはな
いため、ここでは中間処理業者のみとします。）の2種類があります。

●収集運搬業者選択のポイント

・収集運搬させたい廃棄物の品目について、許可を取得しているか？

・廃棄物を排出する医療関係機関等が所在する自治体と、持込先の処分業者が

所在する自治体の両方で許可を取得しているか？

●処分業者選択のポイント

・処分する廃棄物の品目について許可を取得しているか？

・中間処理後の廃棄物の行き先を明確にしているか？

医療関係機関等から排出される廃棄物には「感染性廃棄物」、「非感染性廃棄
物」、「非医療廃棄物」の3種類があります。

❶感染性廃棄物

　感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物に分かれますが、いずれの廃棄物に

ついても感染性産業廃棄物の許可業者が処理できることになっています。

（法第14条の4第17項、規則第10条の20)

　従って、感染性廃棄物については、特別管理産業廃棄物で感染性産業廃棄

物の許可を取得している業者と契約してください。

❷非感染性廃棄物（廃プラスチック類、ガラスくず、金属くずなど）

産業廃棄物の該当する品目の許可を取得している業者と契約してください。

❸それ以外の廃棄物（非医療廃棄物：紙くず、厨芥ごみなど）

一般廃棄物の許可を取得している業者と契約してください。

※❷非感染性廃棄物と❸それ以外の廃棄物については、一定の条件のもと、品川区に処理を依頼
することができます。詳細につきましては、18ページ「品川区に医療廃棄物の処理を依頼する場
合」をご覧ください。

　非感染性廃棄物にして終わりではありません。最終処分が終了するまで排出事業
者責任が問われます。次章の「感染性廃棄物の委託処理」と第6章の「マニフェスト
の交付」をよくご覧になって、最終処分まできちんと確認するようにしてください。



（1）感染性廃棄物の施設内処理
医療関係機関等から発生した感染性廃棄物を自ら処理する場合には、次の５つの
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施設内処理 感染性廃棄物の委託処理
医療関係機関等で廃棄物の処理を自ら行わない場合は、適法な許可を有する処理業

者に処理を委託しなければなりません。（法第12条第5項、法第12条の2第5項）
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（1）許可業者を選ぶ
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　従って、感染性廃棄物については、特別管理産業廃棄物で感染性産業廃棄

物の許可を取得している業者と契約してください。

❷非感染性廃棄物（廃プラスチック類、ガラスくず、金属くずなど）

産業廃棄物の該当する品目の許可を取得している業者と契約してください。

❸それ以外の廃棄物（非医療廃棄物：紙くず、厨芥ごみなど）

一般廃棄物の許可を取得している業者と契約してください。

※❷非感染性廃棄物と❸それ以外の廃棄物については、一定の条件のもと、品川区に処理を依頼
することができます。詳細につきましては、18ページ「品川区に医療廃棄物の処理を依頼する場
合」をご覧ください。

　非感染性廃棄物にして終わりではありません。最終処分が終了するまで排出事業
者責任が問われます。次章の「感染性廃棄物の委託処理」と第6章の「マニフェスト
の交付」をよくご覧になって、最終処分まできちんと確認するようにしてください。



（2）廃棄物処理業者の選定方法
①感染性廃棄物および産業廃棄物の処理
東京都のホームページから処理業者を検索する。
東京都環境局トップページ▶「処理業者検索」で検索▶東京都産業廃棄物処理業者検索｜東
京都環境局▶産業廃棄物処理業者情報の検索（外部サイト）

②事業系一般廃棄物の処理
品川区のホームページから処理業者を検索する。
品川区トップページ▶環境・まちづくり▶ごみ・リサイクル▶事業者の方向けの情報▶一般廃棄
物処理業について▶【普通ごみ】許可業者一覧

（3）委託契約を締結する
①委託契約は必ず書面で行う。（令第6条の2第4号、令第6条の6第2号）
②収集運搬業者と処分業者のそれぞれ別々に契約する。（法第12条第5項）
収集運搬業者だけと契約している場合は、搬入先の処分業者と契約していないこ

とになり、法令違反となります。
（ただし、収集運搬業者と処分業者が同一の場合は、一つの契約でかまいません。）

③契約書に許可証の写しを添付する。（規則第8条の4）
　（許可期限、許可の区分・条件、許可の自治体名などを確認してください。）
④契約書に含めなくてはならない必要事項（令第6条の2第4号）
（廃棄物処理法では、契約書の中に必ず記載しなければならない必要事項が規定
されており、15ページ【表2】に示しています。

⑤契約書は5年間保存する。（令第6条の2第5号、規則第8条の4の3)
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【図5】契約の相手先

【表2】委託契約書に含める事項

必要な事項

委託する産業廃棄物の種類

委託する産業廃棄物の数量

運搬の最終目的地

処分または再生の場所の所在地

処分または再生の方法

処分または再生の施設の処理能力

最終処分の場所の所在地

最終処分の方法

最終処分施設の処理能力

委託契約の有効期間

委託者が受託者に支払う料金

産業廃棄物許可業者の事業の範囲

積替え又は保管（収集運搬業者が積替え、保管を行う場合に限る）

積替え保管場所の所在地

積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類および保管上限

安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への拒否等

委託者側から適正処理に必要な情報

産業廃棄物の性状および荷姿に関する事項

通常の保管で、腐敗・揮発等の性状の変化に関する事項

他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項

JIS C0950に規定する含有マークの表示に関する事項

石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨

その他取り扱う際に注意すべき事項

委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項

委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱い

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

適用

収集運搬

委託の種類への対応

処分

契約期間中に適正処理に必要な情報（上記の6項目）に
変更があった場合の情報伝達に関する事項

医療関係機関等 中間処理業者 最終処分業者

収集運搬
契約

収集運搬
契約

処分契約 処分契約
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②事業系一般廃棄物の処理
品川区のホームページから処理業者を検索する。
品川区トップページ▶環境・まちづくり▶ごみ・リサイクル▶事業者の方向けの情報▶一般廃棄
物処理業について▶【普通ごみ】許可業者一覧

（3）委託契約を締結する
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②収集運搬業者と処分業者のそれぞれ別々に契約する。（法第12条第5項）
収集運搬業者だけと契約している場合は、搬入先の処分業者と契約していないこ

とになり、法令違反となります。
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（廃棄物処理法では、契約書の中に必ず記載しなければならない必要事項が規定
されており、15ページ【表2】に示しています。

⑤契約書は5年間保存する。（令第6条の2第5号、規則第8条の4の3)
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マニフェスト（産業廃棄物管理票）制度は、事業者が産業廃棄物処理業者に委託した産
業廃棄物が適正に処理されたことを、管理票の返送を受けて確認することにより、適正な
委託処理を確保する制度です。すべての産業廃棄物が対象となります。

※保管票Aと戻ってきたマニフェストにより適正処理されたことを確認します。交付したマニフェストおよび返
送されたマニフェストを、送付を受けた日から５年間保存しなくてはなりません。
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マニフェスト（産業廃棄物管理票）の交付6

【表3】定められた期間（マニフェスト）

〈マニフェストの流れ〉

（1）マニフェストの交付について（法第12条の3条1項）
①医療関係機関等は、感染性廃棄物の処理を処理業者に委託して行う場合、感染
性廃棄物を引き渡す際に、廃棄物の種類、量、性状、取扱方法等を記載したマニ
フェストを交付してください。（法第12条の3第1項）

②医療関係機関等は、マニフェストの交付に代えて、電子マニフェストを利用すること
ができます。

③医療関係機関等は、感染性廃棄物が適正に処理されたことを、処理業者から返送
されるマニフェストにより確認してください。（法第12条の3第6項）

④医療関係機関等は、交付したマニフェストおよび返送されたマニフェストを、送付を
受けた日から5年間保存してください。

⑤収集運搬業者および処分業者は、運搬または処分が終了した日から10日以内に､
マニフェストを医療関係機関等に送付することになっています。

⑥医療関係機関等は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の１年間のマニ
フェストの交付状況に関する報告書を東京都知事に提出しなければなりません。
（法第12条の3第7項）※（2）参照
⑦医療関係機関等は、マニフェストが定められた期間内（表3）に戻ってこない場合や
記載漏れ、虚偽の記載がある場合は、処理業者に確認の上、東京都へ報告してく
ださい。感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当しますので、60日以内に運搬
又は処分終了の報告がない場合は、30日以内に東京都知事に報告を行わなけれ
ばなりません。（法第12条の3第8項）
◆お問い合わせ先：東京都環境局  資源循環推進部  産業廃棄物対策課
　　　　　　　　 電話03-5388-3586　〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

（2）産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
　  （法第12条の3第7項）

医療関係機関等は、事業所ごとに、その年の3月31日以前の1年間において交付し
たマニフェストの交付等の状況（産業廃棄物の種類および排出量、マニフェストの交付
枚数等）について、毎年6月30日までに東京都知事に報告を行わなければなりません。
医療関係機関等につきましても提出が必要となりますので、日々 のマニフェストおよ

び帳簿管理等に十分留意してください。東京都環境局のホームページで情報提供し
ています。
ただし、電子マニフェストを利用した場合には、情報処理センターが集計して報告を

行うため医療関係機関等が自ら東京都知事に報告する必要はありません。

※電子マニフェスト（法第12条の5）

電子マニフェスト制度とは、(財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が
運営する情報処理センターにパソコンやスマートフォンなどから電子化したマニフェス
ト情報を登録し、情報のやり取りをするものです。
電子マニフェストを利用する場合、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者

が事前に加入手続きを行う必要があります。
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 ᖹᡂ 10ᖺ 12᭶㸯᪥ࡽ⏘ᴗᗫᲠ≀⟶⌮⚊㸦௨ୗࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡪ㸧ไᗘࡢ㐺⏝⠊

ᅖࡢ࡚ࡍࡀ⏘ᴗᗫᲠ≀ᣑࠋࡓࡋࡲࢀࡉ 

➨㸦ἲ࡚࠸ࡘࡢࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ (1) 12᮲ࡢ 3᮲ 1㡯㸧 

ձ ་⒪㛵ಀᶵ㛵ࠊࡣឤᰁᛶᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࢆฎ⌮ᴗ⪅ጤク࠺⾜࡚ࡋሙྜࠊឤᰁᛶᗫᲠ

ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡓࡋグ㍕ࢆ➼᪉ἲᢅྲྀࠊ≦ᛶࠊ㔞ࠊ㢮✀ࡢ≀ᗫᲠࠊ㝿ࡍΏࡁᘬࢆ≀

➨㸦ἲࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢆ 12᮲ࡢ 3➨ 1㡯㸧

ղ ་⒪㛵ಀᶵ㛵ࡢࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࠊࡣ௦ࠊ࡚࠼㟁Ꮚࢆࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐⏝ࡇࡿࡍ

ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ

ճ ་⒪㛵ಀᶵ㛵ࠊࡣឤᰁᛶᗫᲠ≀ࡀ㐺ṇฎ⌮ࠊࢆࡇࡓࢀࡉฎ⌮ᴗ⪅ࡽ㏉㏦ࢀࡉ

➨㸦ἲࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋㄆ☜ࡾࡼࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡿ 12᮲ࡢ 3➨ 6㡯㸧

մ ་⒪㛵ಀᶵ㛵ࠊࡣࡧࡼ࠾ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡓࡋ㏉㏦ࠊࢆࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡓࢀࡉ㏦ࢆ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ5ᖺ㛫ಖᏑࡽ᪥ࡓࡅཷ

յ 㞟㐠ᦙᴗ⪅ࡧࡼ࠾ฎศᴗ⪅ࠊࡣ㐠ᦙࡣࡓࡲฎศࡀ⤊ࡓࡋ᪥ࡽ 10 ᪥௨ෆ㺂࣐

ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡇࡿࡍ㏦་⒪㛵ಀᶵ㛵ࢆࢺࢫ࢙ࣇࢽ

ն ་⒪㛵ಀᶵ㛵ࠊࡣẖᖺ 6᭶ 30᪥ࡢࡑࠊ࡛ࡲᖺࡢ 3᭶ 31᪥௨๓ࡢ㸯ᖺ㛫ࣇࢽ࣐ࡢ

➨㸦ἲࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᥦฟᮾி㒔▱ࢆሗ࿌᭩ࡿࡍ㛵≧ἣࡢࢺࢫ࢙

12᮲ࡢ 3➨ 7㡯㸧ͤ(2)ཧ↷

շ ་⒪㛵ಀᶵ㛵ࡀࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࠊࡣᐃࡓࢀࡽࡵᮇ㛫ෆ㸦⾲㸰㸧ᡠ࠸࡞ࡇ࡚ࡗሙྜࡸ

グ㍕₃ࠊࢀഇࡢグ㍕ࡿ࠶ࡀሙྜࠊࡣฎ⌮ᴗ⪅☜ㄆࠊୖࡢᮾி㒔ሗ࿌ࡔࡃ࡚ࡋ

ࡣ㐠ᦙཪ60᪥௨ෆࠊ࡛ࡢࡍࡲࡋヱᙜ≀ᴗᗫᲠ⏘⌮⟶ู≉ࡣ≀ឤᰁᛶᗫᲠࠋ࠸ࡉ

ฎศ⤊ࡢሗ࿌࠸࡞ࡀሙྜ30ࠊࡣ᪥௨ෆᮾி㒔▱ሗ࿌ࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࢆ

➨㸦ἲࠋࢇࡏ 12᮲ࡢ 3➨ 8㡯㸧

ၥࡏࢃྜ࠸ඛ㸸ᮾி㒔⎔ቃᒁ㈨※ᚠ⎔᥎㐍㒊⏘ᴗᗫᲠ≀ᑐ⟇ㄢ

㟁ヰ 03-5388-3586 

ࠛ163-8001 ᮾி㒔᪂ᐟ༊す᪂ᐟ┠㸶␒㸯ྕ 

ᲢᘙᲬᲣܭǊǒǕƨ᧓ᲢȞȋȕǧǹȈᲣ 

ఏ⚊ ᪨ ࣮ࣝࢺ ฎศᴗ⪅ࡢ㏦ᮇ㝈 
ฟᴗ⪅ࡀ㏦ࢆ

 ᮇ㝈ࡢ࡛ࡲࡿࡅཷ

A ᥍ ࠼ ฟᴗ⪅ಖ⟶ 

B1 㐠ᦙ⤊ 㐠ᦙᴗ⪅ಖ⟶ 

B2 㐠ᦙ⤊ 㐠ᦙᴗ⪅эฟᴗ⪅ 㐠ᦙࢆ⤊ࡓࡋ᪥10ࡽ᪥ 

ࡢ᪥90ࡽ᪥ 

≉ู⟶⌮⏘ᴗᗫᲠ≀

 60᪥ࡣሙྜࡢ

C1 ฎศ⤊ ฎศᴗ⪅ಖ⟶ 

C2 ฎศ⤊ ฎศᴗ⪅э㐠ᦙᴗ⪅ 

D ฎศ⤊ ฎศᴗ⪅эฟᴗ⪅ ฎศࢆ⤊ࡓࡋ᪥10ࡽ᪥ 

ࡢ᪥90ࡽ᪥ 

≉ู⟶⌮⏘ᴗᗫᲠ≀

 60᪥ࡣሙྜࡢ

E ᭱⤊ฎศ⤊ ฎศᴗ⪅эฟᴗ⪅ 
2ḟࡢ*ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐E⚊ࡢ

㏦ࡓࡅཷࢆ᪥10ࡽ᪥ 
ࡢ᪥180ࡽ᪥ 

㸨㸰ḟࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐㸸୰㛫ฎ⌮ᴗ⪅᭱ࡀ⤊ฎศᴗ⪅ฎ⌮ࢆጤクࡿࡍ㝿ࡇࡢࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡿࡍ 

  㸨ಖ⟶⚊ Aᡠࡾࡼࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡓࡁ࡚ࡗ㐺ṇฎ⌮ࢆࡇࡓࢀࡉ☜ㄆࠋࡍࡲࡋ 

ࡧࡼ࠾ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡓࡋ㏉㏦ࠊࢆࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡓࢀࡉ㏦ࡓࡅཷࢆ᪥ࡽ㸳ᖺ㛫ಖᏑࡋ

 ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞

(2) ⏘ᴗᗫᲠ≀⟶⌮⚊➼≧ἣሗ࿌᭩ࡢᥦฟ࡚࠸ࡘ㸦ἲ➨ 12᮲ࡢ 3➨ 7㡯㸧 

 ་⒪㛵ಀᶵ㛵➼ࠊࡣᴗᡤࡢࡑࠊࡈᖺࡢ 3᭶ 31᪥௨๓ࡢ 1ᖺ㛫࡚࠸࠾ࡓࡋ

ᯛᩘࡢࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࠊฟ㔞ࡧ㢮ཬ✀ࡢ≀ἣ㸦⏘ᴗᗫᲠ≦ࡢ➼ࡢࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐

➼㸧ࠊ࡚࠸ࡘẖᖺ 6᭶ 30᪥࡛ࡲᮾி㒔▱ሗ࿌ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⾜ࢆ 

  ་⒪㛵ಀᶵ㛵ࡶ࡚ࡋࡲࡁࡘᥦฟࡀᚲせࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞᪥ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡢࠎཬࡧᖒ

⡙⟶⌮➼༑ศ␃ពࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᮾி㒔⎔ቃᒁ࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢሗᥦ౪ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ 

ࢆሗ࿌࡚ࡋ㞟ィࡀ࣮ࢱࣥࢭ⌮ሗฎࠊࡣሙྜࡓࡋ⏝ࢆࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐㟁Ꮚࠊࡋࡔࡓ  

 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣᚲせࡿࡍሗ࿌ᮾி㒔▱ࡽ⮬ࡀ➼་⒪㛵ಀᶵ㛵ࡵࡓ࠺⾜

ͤ 㟁Ꮚࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ ͤ㸦ἲ➨12᮲5ࡢ㸧 

  㟁Ꮚࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ไᗘࠊࡣ(㈈)᪥ᮏ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮⯆࣮ࢱࣥࢭ(JWNET)ࡀ㐠Ⴀࡿࡍ

ሗฎ⌮ࡸࣥࢥࢯࣃ࣮ࢱࣥࢭᦠᖏ㟁ヰࡽ࡞㟁Ꮚࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡓࡋሗࢆⓏ㘓ࠊࡋ

ሗࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍࢆࡾྲྀࡾࡸࡢ 

  㟁Ꮚࢆࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐⏝ࡿࡍሙྜࠊฟᴗ⪅ࠊ㞟㐠ᦙᴗ⪅ࠊฎศᴗ⪅ࡀ⪅୕ࡢ

๓ຍධᡭ⥆࠺⾜ࢆࡁᚲせࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ 

ᲶȞȋȕǧǹȈƷ්ǕᲸ

ฟᴗ⪅ 㐠ᦙᴗ⪅ ୰㛫ฎ⌮ᴗ⪅ 㐠ᦙᴗ⪅ ᭱⤊ฎศᴗ⪅ 

ಖ ⟶ ⚊ A 

㐠ᦙ⤊⚊ B2 

ฎศ⤊⚊ D 

᭱⤊ฎศ⤊⚊ E 

ಖ ⟶ ⚊ B1 

ฎศ⤊⚊ C2 

 ಖ⟶⚊ C1 

ಖ ⟶ ⚊ A 

㐠ᦙ⤊⚊ B2 

ฎศ⤊⚊ D 

(  E⚊ ) ᭱⤊ฎศ⤊⚊ E

ಖ ⟶ ⚊ B1 

ฎศ⤊⚊ C2 

ಖ⟶⚊ C1 

Ћ  ୍ ḟ ࢺ ࢫ ࢙ ࣇ ࢽ ࣐  Ѝ Ћ   ḟ ࢺ ࢫ ࢙ ࣇ ࢽ ࣐  Ѝ 

 ࠔඛࡏࢃྜ࠸ၥࡢ࡚࠸ࡘ⯡ᴗᗫᲠ≀⏘ࠓ

ᮾி㒔⎔ቃᒁ㈨※ᚠ⎔᥎㐍㒊⏘ᴗᗫᲠ≀ᑐ⟇ㄢ 

ᣦᑟಀ 㟁ヰ 03-5388-3586 

ᑂᰝಀ 㟁ヰ 03-5388-3587 

ᑂᰝಀཷධᢸᙜ  㟁ヰ 03-5388-3588 

つไ┘どಀ 㟁ヰ 03-5388-3589 

東京都環境局  資源循環推進部  産業廃棄物対策課

◆受入担当 電話03-5388-3588
◆規制監視担当 電話03-5388-3589

◆指導担当 電話03-5388-3586
◆審査担当 電話03-5388-3587

産業廃棄物全般についての問い合わせ先

二次マニフェスト

二次マニフェスト



マニフェスト（産業廃棄物管理票）制度は、事業者が産業廃棄物処理業者に委託した産
業廃棄物が適正に処理されたことを、管理票の返送を受けて確認することにより、適正な
委託処理を確保する制度です。すべての産業廃棄物が対象となります。

※保管票Aと戻ってきたマニフェストにより適正処理されたことを確認します。交付したマニフェストおよび返
送されたマニフェストを、送付を受けた日から５年間保存しなくてはなりません。
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【表3】定められた期間（マニフェスト）

〈マニフェストの流れ〉

（1）マニフェストの交付について（法第12条の3条1項）
①医療関係機関等は、感染性廃棄物の処理を処理業者に委託して行う場合、感染
性廃棄物を引き渡す際に、廃棄物の種類、量、性状、取扱方法等を記載したマニ
フェストを交付してください。（法第12条の3第1項）

②医療関係機関等は、マニフェストの交付に代えて、電子マニフェストを利用すること
ができます。

③医療関係機関等は、感染性廃棄物が適正に処理されたことを、処理業者から返送
されるマニフェストにより確認してください。（法第12条の3第6項）

④医療関係機関等は、交付したマニフェストおよび返送されたマニフェストを、送付を
受けた日から5年間保存してください。

⑤収集運搬業者および処分業者は、運搬または処分が終了した日から10日以内に､
マニフェストを医療関係機関等に送付することになっています。

⑥医療関係機関等は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の１年間のマニ
フェストの交付状況に関する報告書を東京都知事に提出しなければなりません。
（法第12条の3第7項）※（2）参照
⑦医療関係機関等は、マニフェストが定められた期間内（表3）に戻ってこない場合や
記載漏れ、虚偽の記載がある場合は、処理業者に確認の上、東京都へ報告してく
ださい。感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当しますので、60日以内に運搬
又は処分終了の報告がない場合は、30日以内に東京都知事に報告を行わなけれ
ばなりません。（法第12条の3第8項）
◆お問い合わせ先：東京都環境局  資源循環推進部  産業廃棄物対策課
　　　　　　　　 電話03-5388-3586　〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

（2）産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
　  （法第12条の3第7項）

医療関係機関等は、事業所ごとに、その年の3月31日以前の1年間において交付し
たマニフェストの交付等の状況（産業廃棄物の種類および排出量、マニフェストの交付
枚数等）について、毎年6月30日までに東京都知事に報告を行わなければなりません。
医療関係機関等につきましても提出が必要となりますので、日々 のマニフェストおよ

び帳簿管理等に十分留意してください。東京都環境局のホームページで情報提供し
ています。
ただし、電子マニフェストを利用した場合には、情報処理センターが集計して報告を

行うため医療関係機関等が自ら東京都知事に報告する必要はありません。

※電子マニフェスト（法第12条の5）

電子マニフェスト制度とは、(財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が
運営する情報処理センターにパソコンやスマートフォンなどから電子化したマニフェス
ト情報を登録し、情報のやり取りをするものです。
電子マニフェストを利用する場合、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者

が事前に加入手続きを行う必要があります。

㸴 ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐㸦⏘ᴗᗫᲠ≀⟶⌮⚊㸧ࡢ 

 ᖹᡂ 3 ᖺࡢᗫᲠ≀ฎ⌮ἲᨵṇࠊࡾࡼ≉ู⟶⌮⏘ᴗᗫᲠ≀ࢆᑐ㇟࡚ࡋᑟධࡓࢀࡉ⟶

⌮⚊ไᗘࠊࡣᴗ⪅ࡀ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅ጤクࡓࡋ⏘ᴗᗫᲠ≀ࡀ㐺ṇฎ⌮ࡇࡓࢀࡉ

 ࠋࡍไᗘ࡛ࡿࡍಖ☜ࢆ⌮ጤクฎ࡞㐺ṇࠊࡾࡼࡇࡿࡍㄆ☜࡚ࡅཷࢆ㏉㏦ࡢ⚊⌮⟶ࠊࢆ

 ᖹᡂ 10ᖺ 12᭶㸯᪥ࡽ⏘ᴗᗫᲠ≀⟶⌮⚊㸦௨ୗࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡪ㸧ไᗘࡢ㐺⏝⠊

ᅖࡢ࡚ࡍࡀ⏘ᴗᗫᲠ≀ᣑࠋࡓࡋࡲࢀࡉ 

➨㸦ἲ࡚࠸ࡘࡢࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ (1) 12᮲ࡢ 3᮲ 1㡯㸧 

ձ ་⒪㛵ಀᶵ㛵ࠊࡣឤᰁᛶᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࢆฎ⌮ᴗ⪅ጤク࠺⾜࡚ࡋሙྜࠊឤᰁᛶᗫᲠ

ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡓࡋグ㍕ࢆ➼᪉ἲᢅྲྀࠊ≦ᛶࠊ㔞ࠊ㢮✀ࡢ≀ᗫᲠࠊ㝿ࡍΏࡁᘬࢆ≀

➨㸦ἲࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢆ 12᮲ࡢ 3➨ 1㡯㸧

ղ ་⒪㛵ಀᶵ㛵ࡢࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࠊࡣ௦ࠊ࡚࠼㟁Ꮚࢆࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐⏝ࡇࡿࡍ

ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ

ճ ་⒪㛵ಀᶵ㛵ࠊࡣឤᰁᛶᗫᲠ≀ࡀ㐺ṇฎ⌮ࠊࢆࡇࡓࢀࡉฎ⌮ᴗ⪅ࡽ㏉㏦ࢀࡉ

➨㸦ἲࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋㄆ☜ࡾࡼࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡿ 12᮲ࡢ 3➨ 6㡯㸧

մ ་⒪㛵ಀᶵ㛵ࠊࡣࡧࡼ࠾ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡓࡋ㏉㏦ࠊࢆࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࡓࢀࡉ㏦ࢆ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ5ᖺ㛫ಖᏑࡽ᪥ࡓࡅཷ

յ 㞟㐠ᦙᴗ⪅ࡧࡼ࠾ฎศᴗ⪅ࠊࡣ㐠ᦙࡣࡓࡲฎศࡀ⤊ࡓࡋ᪥ࡽ 10 ᪥௨ෆ㺂࣐

ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡇࡿࡍ㏦་⒪㛵ಀᶵ㛵ࢆࢺࢫ࢙ࣇࢽ
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二次マニフェスト
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（4）品川区が収集・運搬・処分できる医療廃棄物具体例

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しな
ければなりません。〔廃棄物の処理および清掃に関する法律（第３条）〕
したがって、医療関係機関等がその事業活動に伴って生じた一般廃棄物および一般廃

棄物と併せて処理できる産業廃棄物の収集・運搬を品川区に依頼する場合は、事前に清
掃事務所（区長あて）に申請し承認を得るとともに以下の基準を遵守してください。

◎一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物とは…
事業者が自己処理すべきものとしている産業廃棄物のうち
❶ガラスくずおよび陶器くず
❷金属くず
❸廃プラスチック等については一定の基準を設け、一般廃棄物と同様の方法で処理し

ています。なお、全国的には法第10条第2項の規定により市町村が処理する産業廃
棄物をいいます。

①事業系一般廃棄物…ガーゼ、脱脂綿等、紙おむつ
※紙おむつは汚物を取り除いてから排出してください。なお、感染症の種類によっ
ては、滅菌処理が必要になります。（8ページ【表1】参照）

②産業廃棄物…金属くず、ガラスくず、廃プラスチック等
※感染性廃棄物については、滅菌処理し感染の危険がなくなったものに限ります。

◎品川区では収集・運搬できない廃棄物
❶感染性廃棄物
❷感染性廃棄物と同等の取扱となる鋭利なもの（医療機材としての注射針、メス、

破損したガラス製品など）
❸液状、泥状の廃棄物（血液、レントゲン廃液、油類、薬品類等）
❹臓器類
❺その他適正に処理することが困難なもの

※感染性廃棄物を滅菌等の処理をしないで排出された場合は、法律違反となりま
すので、ご注意ください。

（5）医療廃棄物の出し方
医療廃棄物を排出する際は、滅菌処理や管理等に十分注意し、収集の際に危険

のないようにしたうえで、廃棄物の量に見合うだけの「有料ごみ処理券」（次ページ参
照）および次の「識別シール」を貼って、戸別に決められた日時・場所に出してください。

「識別シール」は、東京都大田福祉工場で販売しています。
　◆お問い合わせ先：社会福祉法人東京コロニー　東京都大田福祉工場
　　　　　　　　　 大田区大森西2-22-26　TEL.03-3762-7611

※各医療機関で、緑色・青色の紙にパソコン等で作成したものを貼付してもかまいません。

1918

品川区に医療廃棄物の処理を
依頼する場合

7

❶感染性廃棄物を環境大臣が定める方法
　により非感染性廃棄物に処理したもの

❷最初から非感染性の廃棄物

（1）品川区に収集等を依頼できる医療関係機関等
次に該当する医療関係機関等は、品川区に収集・運搬を依頼することができます。

ただし、生検査所、医療関係研究機関等は除きます。
◯排出日量が平均40kg未満の医療関係機関等

（2）品川区が収集・運搬をすることができる廃棄物
①感染性廃棄物を医療関係機関等内で法定された滅菌方法により処理したもの
　（12ページ参照）
②非感染性廃棄物
　（感染性廃棄物と同様の取り扱いとなる鋭利なものは除く）
③それ以外の廃棄物（非医療廃棄物）
（待合室や事務所など医療行為を行わない場所から生じる紙くず類、生ごみ類、古
紙等など）

※診療所等と住居が併設されている場合、住居部分から生じるものは通常の家庭廃
棄物として品川区が収集しますので、診療所等の廃棄物と分別して出してください。

（3）品川区に収集・運搬を申請する場合の手続き等
　上記①、②の収集・運搬を品川区に依頼する場合は、医療廃棄物処理申請書（23
ページ記入例参照）により、事前に清掃事務所（区長あて）に申請し承認を得る必要
があります。承認期間は2年間とし、2年毎に申請を行っていただきます。なお、年度
途中の申請は承認期間が短縮されます。

※上記③（非医療廃棄物）のみ品川区に収集・運搬を依頼する場合は、この申請を
行う必要はありません。

滅 菌 処 理 済

医療機関名

管理責任者

排出年月日

非 感 染 性 廃 棄 物

医療機関名

管理責任者

排出年月日

緑  色 青  色
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在宅医療廃棄物について8
■有料シール容量別料金表

券　種
1セット

10リットル券（1セット10枚）

20リットル券（1セット10枚）

45リットル券（1セット10枚）

70リットル券（1セット5枚）

（6）減菌等の処理確認
医療関係機関等には法令に基づき、滅菌処理器材もしくは、滅菌済の廃棄物を調

査させていただく場合もありますので、ご了承ください。

（7）ルールに違反した場合
品川区が決めたルールに違反する行為を行った医療機関に対しては、収集・運搬

をお断りする場合もありますのでご注意ください。

（8）廃棄物を直接処理施設に持ち込む場合
医療関係機関等から発生する一般廃棄物を直接清掃工場等の処理施設への持

ち込む場合は、所定の様式に基づき、事前に品川区清掃事務所への申請が必要で
す。なお、感染性廃棄物は持ち込めませんのでご注意ください。

21

在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物（在宅医療廃棄物）については、平成17年
9月8日に環境省（旧厚生省）通知にて、もっとも望ましい方法として、注射針等の鋭利な物

は医療関係者あるいは患者・家族が医療機関へ持ち込み、感染性廃棄物として処理する。

その他の非鋭利な物は区市町村が一般廃棄物として処理することが示されています。
不適正に排出された場合の、住民や収集職員の事故防止の観点から、適正処理推進

のため以下のとおりご協力をお願います。

❶医師が在宅医療において使用した注射針等鋭利な物は、医師が医療機関に持ち帰

り、医療機関からの廃棄物として処理してください。

❷在宅医療により不要となった注射針については、品川区薬剤師会の会員薬局で回収

を行っていますので、『使用済み注射針回収薬局』の看板のある薬局へ持参するよう

にご指導ください。

❸その他の在宅医療廃棄物については、品川区版「資源・ごみの分け方・出し方」に

従って排出することになります。患者および家族に対する在宅医療廃棄物の排出指

導等について、医師の皆様のご指導、ご協力をお願いします。

在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物には、下記のようなものがあります。

※家庭から排出する場合の留意点

①CAPDバッグなどは、中の残存物を適正に処理し、空にして排出してください。
※残存物の処理については、かかりつけの医師や処方を受けた薬局などに相談してください。

②血液の付着したガーゼや脱脂綿類などは、外から見えないように新聞紙などに包んで排
出してください。

③紙おむつは汚物を取り除き、臭気がもれないように袋に入れ、袋の口を縛って排出してく
ださい。

（9）廃棄物の処理を専門の処理業者に委託しなければならない
　  医療関係機関等

①施設内で発生する感染性廃棄物および注射針等の鋭利なものについて、法定の
処理により非感染性廃棄物として取扱えるように適正処理することができない医
療関係機関等

②施設内で発生する廃棄物の処理を、品川区に申請できる医療関係機関等以外の
医療関係機関等（3ページの（3）医療関係機関等とは【ハおよびヘ③～⑤】参照）

20

1枚あたり

料金表

燃やすごみ

陶器・ガラス・金属ごみ ガラス製の注射筒・あきびん等

ガーゼ、脱脂綿類、試験紙、紙おむつ、薬の外箱、
梱包材等、点滴バッグ、プラスチック製注射筒、
CAPDバッグおよび付属のチューブ類等

870円

1,740円

3,910円

3,045円

87円

174円

391円

609円
（令和5年10月改定）



在宅医療廃棄物について8
■有料シール容量別料金表

（令和5年1月現在）

券　種
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10リットル券（1セット10枚）

20リットル券（1セット10枚）

45リットル券（1セット10枚）

70リットル券（1セット5枚）

760円

1,520円

3,420円

2,660円

76円

152円

342円

532円

（6）減菌等の処理確認
医療関係機関等には法令に基づき、滅菌処理器材もしくは、滅菌済の廃棄物を調
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（8）廃棄物を直接処理施設に持ち込む場合
医療関係機関等から発生する一般廃棄物を直接清掃工場等の処理施設への持

ち込む場合は、所定の様式に基づき、事前に品川区清掃事務所への申請が必要で
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（1）妊娠4ヶ月（12週）未満の中絶胎児等の取扱いについて
都条例「胞衣および産汚物取締条例」により許可を得た収集運搬業者に依頼する

ようお願いします。
◆お問い合わせ先：東京都福祉保健局  医療政策部  医療安全課  指導係

TEL.03-5320-4432

管理者は、できるだけ廃棄物の発生を抑制し、発生した廃棄物の減量・滅容を図るとと
もに、積極的に再利用再資源化に取組むよう心がけてください。

22

その他

おわりに

9

医療廃棄物の処理について、下記のとおり申請します。

記入例

45ℓ袋＝8.5kg

１週間分のご
み 量を７日間
で割り返し、日
量を出してく
ださい。

遵守するにあ
たり○をしてく
ださい。

◯△医院
品川　太郎

品川　太郎医師

◯□1-1-1
03

10 3

2 3 5

1 1 2

2

1234
◯◯運輸株式会社

4321
◯◯興業株式会社

2 4

3 2 5

3490

◯ ◯ ◯

7051

●廃棄物を区の収集に出す場合（P.18の7(3)参照）
申請者欄と太枠「申請欄」「※参考欄」を記入してください。

●廃棄物の収集・運搬を委託処理している場合
申請者欄と太枠｢※参考欄｣を記入してください。

医療関係機関等の皆様は、廃棄物の適正な処理に努めるよう、
重ねてお願いします。

「7～8」についての問い合わせ先

品川区大崎1-14-1

TEL.03-3490-7051   FAX.03-3490-7041

◆品川区清掃事務所 事業係◆
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（1）妊娠4ヶ月（12週）未満の中絶胎児等の取扱いについて
都条例「胞衣および産汚物取締条例」により許可を得た収集運搬業者に依頼する

ようお願いします。
　◆お問い合わせ先：東京都福祉保健局  医療政策部  医療安全課  指導係
　　　　　　　　　 TEL.03-5320-4432

管理者は、できるだけ廃棄物の発生を抑制し、発生した廃棄物の減量・滅容を図るとと
もに、積極的に再利用再資源化に取組むよう心がけてください。

22

その他

おわりに

9

医療廃棄物の処理について、下記のとおり申請します。

記入例

45ℓ袋＝8.5kg

１週間分のご
み 量を７日間
で割り返し、日
量を出してく
ださい。

遵守するにあ
たり○をしてく
ださい。

◯△医院
品川　太郎

品川　太郎医師

◯□1-1-1
03

10 3

2 3 5

1 1 2

2

1234
◯◯運輸株式会社

4321
◯◯興業株式会社

2 4

3 2 5

3490

◯ ◯ ◯

7051

医療関係機関等の皆様は、廃棄物の適正な処理に努めるよう、
重ねてお願いします。

「7～8」についての問い合わせ先

◆品川区清掃事務所 品川庁舎◆
品川区大崎1-14-1

TEL.03-3490-7051 FAX.03-3490-7041

◆品川区清掃事務所 荏原庁舎◆
品川区平塚1-10-11

TEL.03-3786-6552 FAX.03-3783-5780

●廃棄物を区の収集に出す場合（P.18の7(3)参照）
　申請者欄と太枠「申請欄」「※参考欄」を記入してください。
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医療廃棄物の処理について、下記のとおり申請します。
下記番号に◯印を記入してください。
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